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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図を用いた情報表示装置であって、
　主たる地物の種類と該主たる地物の種類に対して従たる地物の種類とを、前記主たる地
物
における利用者の行動を基準として関連付けて記憶する地物関係記憶部と、
　地図上に存在する複数の地物について、少なくとも該地物の種類および名称を含む地物
の
情報を記憶する地物情報記憶部と、
　前記地物関係記憶部を参照して、地図を表示する際、目的地、到着地、表示範囲の少な
く
とも一つに関連した地物に関し、該地物を主たる地物とした場合の前記利用者の行動に関
連
する前記従たる地物の種類を特定する従地物特定部と、
　前記地物情報記憶部を参照して、前記特定された従たる地物の種類に該当する地図上の
地
物の情報を選択する選択部と、
　前記選択された地物の前記情報を、前記地図と共に表示する情報表示部とを備え、
　前記従たる地物は、前記利用者の行動に関連する商品または役務を提供する地物であり
、



(2) JP 6200177 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

　前記従地物特定部は、前記利用者の行動が第1の行動の場合、第1の従たる地物の種類を
特定し、
　前記利用者の行動が第２の行動の場合、第２の従たる地物の種類を特定する地図を用い
た
情報表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の地図を用いた情報表示装置であって、
　前記地物関係記憶部は、前記利用者の行動を、
〈１〉主たる地物が出発地か目的地の区別、
〈２〉利用者の類別、
〈３〉利用の目的または理由、
〈４〉手段、
〈５〉時間
のうちから、少なくとも〈３〉利用目的または理由を含む複数の項目により分類して、前
記
主たる地物の種類と前記従たる地物の種類とを関連づけて記憶する
　地図を用いた情報表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の地図を用いた情報表示装置であって、
　前記地物関係記憶部は、同じ主たる地物の種類に対して、異なる利用者の行動に基づい
て
、異なる地物の種類が関連付けられている
　地図を用いた情報表示装置。
【請求項４】
　請求項１記載の地図を用いた情報表示装置であって、
　前記地物関係記憶部は、前記利用者の行動を、
〈１〉主たる地物が出発地か目的地の区別、
〈２〉利用者の類別、
〈３〉利用の目的または理由、
〈４〉手段、
〈５〉時間
のうちから、少なくとも〈３〉利用目的または理由を含む複数の項目により分類して、前
記
主たる地物の種類と前記従たる地物の種類とを関連づけたテーブルを記憶しており、
　前記従地物特定部は、
　　利用者の行動を特定し、
　　該特定された利用者の行動から、前記テーブルを参照することにより、前記利用の目
的
または理由を推定することによって、前記主たる地物に関連付けられた前記従たる地物の
種
類を特定する
　地図を用いた情報表示装置。
【請求項５】
　地物関係記憶部及び地物情報記憶部に記憶された情報を処理する制御部を備えたコンピ
ュータに地図を用いた情報の表示機能を実現させるためのプログラムであって、
　前記制御部が、主たる地物の種類と該主たる地物の種類に対して従たる地物の種類とを
、
前記主たる地物における利用者の行動を基準として関連付けられた情報を含む前記地物関
係記憶部を参照する地物関係取得機能と、
　前記制御部が、地図上に存在する複数の地物について、少なくとも該地物の種類および
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名
称を含む地物の情報を含む前記地物情報記憶部を参照する地物情報取得機能と、
　前記制御部が、前記地物関係記憶部を参照して、地図を表示する際、目的地、到着地、
表
示範囲の少なくとも一つに関連した地物に関し、該地物を主たる地物とした場合の前記利
用
者の行動に関連する前記従たる地物の種類を特定する従地物特定機能と、
　前記制御部が、前記地物情報記憶部を参照して、前記特定された従たる地物の種類に相
当
する地図上の地物の情報を選択する選択機能と、
　前記制御部が、前記選択された地物の前記情報を、前記地図と共に表示部に表示させる
表
示機能とを含み、
　前記従たる地物は、前記利用者の行動に関連する商品または役務を提供する地物であり
、
　前記従地物特定機能は、前記利用者の行動が第1の行動の場合、第1の従たる地物の種類
を特定し、
前記利用者の行動が第２の行動の場合、第２の従たる地物の種類を特定する機能を有する
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地図に関連して様々な情報を表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、いわゆるナビゲーション装置の発展にはめざましいものがあり、単に経路探索を
して目的地までの道案内をするもののみならず、施設や場所を指定すると、その施設に関
連のある他の施設を案内するなど、他の情報と関連付けて、表示を行なうものが知られて
いる（下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２５０３８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のこうした装置では、施設や案内情報、例えば歴史的や政治的な関
連情報を表示できるものの、予め関連付けられた特定の情報が、表示できるに過ぎない、
という問題があった。例えば、病院を目的地とする経路探索をさせる場合、病院を訪れる
理由が診察を受けるためか見舞いかにより、装置の利用者が必要とする情報は異なる場合
が多いにもかかわらず、同じ情報が表示されてしまう。また、表示される情報については
、予め関連づけを行なう必要があり、例えば目的地近くに新たな施設がオープンしても、
目的地との関連付けがされない限り、全く表示されないことになってしまう。かといって
、地図上に存在する多数の施設を、漏れなく関連付けすることは煩瑣な手間を要するもの
であった。
【０００５】
　こうした課題の他、従来の地図を用いた情報表示の技術においては、装置の小型化や、
低コスト化、省資源化、製造の容易化、使い勝手の向上等が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。
【０００７】
（１）本発明の一形態によれば、地図を用いた情報表示装置が提供される。この、地図を
用いた情報表示装置は、地物関係記憶部と、地物情報記憶部と、従地物特定部と、選択部
と、情報表示部とを備える。地物関係記憶部は、主たる地物の種類と該主たる地物の種類
に対して従たる地物の種類とを、主たる地物における利用者の行動を基準として関連付け
て記憶するものとして良い。地物情報記憶部は、地図上に存在する複数の地物について、
少なくとも該地物の種類および名称を含む地物の情報を記憶するものとして良い。従地物
特定部は、地物関係記憶部を参照して、地図を表示する際、目的地、到着地、表示範囲の
少なくとも一つに関連した地物に関し、該地物を主たる地物とした場合の利用者の行動に
関連する従たる地物の種類を特定するものとして良い。選択部は、地物情報記憶部を参照
し
て、特定された従たる地物の種類に該当する地図上の地物の情報を選択するものとして良
い
。情報表示部は、選択された地物の情報を、地図と共に表示するものとして良い。さらに
、
従たる地物は、利用者の行動に関連する商品または役務を提供する地物としても良い。
従地物特定部は、利用者の行動が第1の行動の場合、第1の従たる地物の種類を特定し、
利用者の行動が第２の行動の場合、第２の従たる地物の種類を特定するものとしても良
い。
【０００８】
　かかる地図を用いた情報表示装置は、主たる地物の種類と従たる地物の種類とを、利用
者の行動を基準として関連付けているので、特定の施設などの地物それ自体を地図などに
関連付けておく必要がなく、利用者の行動に即した利便性の高い情報の提示が可能となる
。
【０００９】
（２）こうした地図を用いた情報表示装置において、前記地物関係記憶部は、利用者の行
動を、
〈１〉主たる地物が出発地か目的地の区別、
〈２〉利用者の類別、
〈３〉利用の目的または理由、
〈４〉手段、
〈５〉時間
のうちから、少なくとも〈３〉利用目的または理由を含む複数の項目により分類して、前
記主たる地物の種類と前記従たる地物の種類とを関連づけて記憶するものとしても良い。
【００１０】
　かかる地図を用いた情報表示装置では、利用の目的また理由を含む複数の項目により利
用者の行動を分類できるので、精度良く利用者の行動を特定することができる。
【００１１】
（３）こうした地図を用いた情報表示装置において、前記地物関係記憶部は、同じ主たる
地物の種類に対して、異なる利用者の行動に基づいて、異なる地物の種類が関連付けられ
ているものとしても良い。かかる地図を用いた情報表示装置では、利用者の行動目的が変
われば、地物の関連付けが変わるので、行動目的に応じた情報の表示が可能となる。
【００１２】
（４）上記の地図を用いた情報表示装置において、前記地物の情報には、前記地物に関す
る注記が含まれており、前記情報表示部は、前記地物の前記注記を表示するものとしても
良い。かかる地図を用いた情報表示装置では、地物の表示に地物の注記を加えることがで
きるので、例えば施設名や、病院であれば面会時間など、その地物にとって有用性のある
情報を、表示することができる。
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【００１３】
（５）こうした地図を用いた情報表示装置において、前記地物関係記憶部は、利用者の行
動を、
〈１〉主たる地物が出発地か目的地の区別、
〈２〉利用者の類別、
〈３〉利用の目的または理由、
〈４〉手段、
〈５〉時間
のうちから、少なくとも〈３〉利用目的または理由を含む複数の項目により分類して、前
記主たる地物の種類と前記従たる地物の種類とを関連づけたテーブルを記憶しており、前
記従地物特定部は、利用者の行動を特定し、該特定された利用者の行動から、前記テーブ
ルを参照することにより、前記利用の目的または理由を推定することによって、前記主た
る地物に関連付けられた前記従たる地物の種類を特定するものとしても良い。かかる地図
を用いた情報表示装置は、テーブルを用いて容易に従たる地物の種類を特定することがで
きる。
【００１４】
（６）上記の地図を用いた情報表示装置において、前記地物情報記憶部は、前記主たる地
物の場所を、当該地物が出発地か到着地かの区別と共に記憶しており、
　前記従地物特定部は、前記主たる地物が、前記地図上の経路を探索する際に、出発地と
して扱われているか、到着地として扱われているかにより、前記従たる地物の種類として
異なる種類を特定するものとしても良い。かかる地図を用いた情報表示装置は、地物が出
発地か到着地（目的地）かにより、主従関係を異ならせ、従たる地物の種類として、異な
る種類を特定することができる。従って、同じ地物が特定されていても、その地物が経路
探索における出発地か到着地かにより、利用者の行動目的が異なるものとなることに対応
して、適切な情報を表示することができる。
【００１５】
（７）こうした地図を用いた情報表示装置であって、前記地物情報記憶部は、前記関連付
け毎にポイントを記憶しており、更に、表示される地図に含まれる地物を特定する地物特
定部と、該特定された地物が、前記利用者の行動に基づいて、前記従たる地物の種類に該
当するかを判断し、該従たる地物の種類に該当する時は、前記関連付けに付与されたポイ
ントを累積する累積部とを備え、前記選択部は、前記累積されたポイントが所定以上の地
物を選択するものとしても良い。かかる地図を用いた情報表示装置は、主たる地物の種類
と従たる地物の種類との関連付けを利用して、ポイントの高い地物を表示できるので、利
用者の利便性に資する情報の表示を行なうことができる。
【００１６】
（８）上記の地図を用いた情報表示装置において、前記累積されたポイントが所定以上の
地物が、前記情報の表示が重なる位置に複数存在する場合には、前記ポイントにおいて優
先すべき地物の情報を優先して表示するものとしても良い。この場合には、地図を用いた
情報表示装置は、優先すべき地物の情報を優先して表示するので、高い利便性を実現する
ことができる。
【００１７】
（９）本発明の他の態様として、地図を用いて案内を行なうナビゲーションシステムや地
図を用いた情報表示方法、あるいはこの処理の一部を実現するコンピュータプログラムな
どを考えることができる。ナビゲーションシステムは、少なくとも地図を表示するディス
プレイを備えた端末と、前記端末の前記表示部に表示する地図を特定する地図特定部と、
前記端末に前記地図と共に表示する情報を用意する制御部とを備える。ここで、前記制御
部は、地物関係記憶部と、地物情報記憶部と、従地物特定部と、選択部と、情報表示部と
を備える。地物関係記憶部は、主たる地物の種類と該主たる地物の種類に対して従たる地
物の種類とを、利用者の行動を基準として関連付けて記憶するものとして良い。地物情報
記憶部は、地図上に存在する複数の地物について、少なくとも該地物の種類および名称を
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含む地物の情報を記憶するものとして良い。従地物特定部は、地図を表示する際、目的地
、到着地、表示範囲の少なくとも一つに関連した地物に関し、該地物を主たる地物とした
場合の前記従たる地物の種類を特定するものとして良い。選択部は、前記地物情報記憶部
を参照して、前記特定された従たる地物の種類に該当する地図上の地物の情報を選択する
ものとして良い。情報表示部は、前記選択された地物の前記情報を、前記地図と共に表示
するものとして良い。
【００１８】
（１０）地図を用いた情報表示方法は、主たる地物の種類と該主たる地物の種類に対して
従たる地物の種類とを、利用者の行動を基準として関連付けられたテーブルとして記憶し
、地図上に存在する複数の地物について、少なくとも該地物の種類および名称を含む地物
の情報を記憶し、地図を表示する際、目的地、到着地、表示範囲の少なくとも一つに関連
した地物に関し、該地物を主たる地物とした場合の前記従たる地物の種類を特定し、前記
テーブルを参照して、前記特定された従たる地物の種類に相当する地図上の地物の情報を
選択し、選択された地物の前記情報を、前記地図と共に表示するものとして良い。
【００１９】
（１１）あるいは、地物関係記憶部及び地物情報記憶部に記憶された情報を処理する制御
部を備えたコンピュータに地図を用いた情報の表示機能を実現させるためのプログラムと
しても提供される。このプログラムは、制御部が、主たる地物の種類と該主たる地物の種
類
に対して従たる地物の種類とを、主たる地物における利用者の行動を基準として関連付け
られた情報を含む地物関係記憶部を参照する地物関係取得機能と、　制御部が、地図上に
存在する複数の地物について、少なくとも該地物の種類および名称を含む地物の情報を含
む地物情報記憶部を参照する地物情報取得機能と、制御部が、地物関係記憶部を参照して
、地図を表示する際、目的地、到着地、表示範囲の少なくとも一つに関連した地物に関し
、該地物を主たる地物とした場合の利用者の行動に関連する従たる地物の種類を特定する
従地物特定機能と、制御部が、地物情報記憶部を参照して、特定された従たる地物の種類
に相当する地図上の地物の情報を選択する選択機能と、制御部が、選択された地物の情報
を、地図と共に表示部に表示させる表示機能とを含み、従たる地物は、利用者の行動に関
連する商品または役務を提供する地物であり、従地物特定機能は、利用者の行動が第1の
行動の場合、第1の従たる地物の種類を特定し、利用者の行動が第２の行動の場合、第２
の従たる地物の種類を特定する機能を有する。
【００２０】
　これらの態様によっても上述した地図を利用した情報表示装置と同様の作用効果を奏す
ることができる。
【００２１】
　上述した本発明の各形態の有する複数の構成要素はすべてが必須のものではなく、上述
の課題の一部又は全部を解決するため、あるいは、本明細書に記載された効果の一部又は
全部を達成するために、適宜、前記複数の構成要素の一部の構成要素について、その変更
、削除、新たな他の構成要素との差し替え、限定内容の一部削除を行うことが可能である
。また、上述の課題の一部又は全部を解決するため、あるいは、本明細書に記載された効
果の一部又は全部を達成するために、上述した本発明の一形態に含まれる技術的特徴の一
部又は全部を上述した本発明の他の形態に含まれる技術的特徴の一部又は全部と組み合わ
せて、本発明の独立した一形態とすることも可能である。
【００２２】
　本発明は、上記以外の種々の形態で実現することも可能である。例えば、地図を用いた
情報表示装置の製造方法や端末における情報表示方法、その制御方法を実現するコンピュ
ータプログラム、そのコンピュータプログラムあるいはサーバ側のコンピュータプログラ
ムやこれらを記録した一時的でない記録媒等の形態で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
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【図１】本発明の各実施形態としてのナビゲーションシステムの構成例を示す概略構成図
。
【図２】本発明の第１実施形態における処理の概要を示すフローチャート。
【図３】第１実施形態における注記特定処理ルーチンを示すフローチャート。
【図４】第１実施形態における主従関係テーブルの一例を示す説明図。
【図５】第１実施形態において抽出された主従関係を示す説明図。
【図６】第１実施形態における端末側表示処理ルーチンを示すフローチャート。
【図７】第１実施形態における表示例を示す説明図。
【図８】第１実施形態の変形例における行動目的推定処理ルーチンを示すフローチャート
。
【図９】変形例における主従関係テーブルを例示する説明図。
【図１０】第２実施形態における処理の概要を示すフローチャート。
【図１１】第２実施形態の変形例における行動目的推定処理ルーチンを示すフローチャー
ト。
【図１２】第２実施形態における行動予測テーブルの一例を示す説明図。
【図１３】第２実施形態における主従関係テーブルの一例を示す説明図。
【図１４】第２実施形態における表示例を示す説明図。
【図１５】第３実施形態における処理の概要を示すフローチャート。
【図１６】第３実施形態におけるエリア内施設注記情報抽出処理を示すフローチャート。
【図１７】第３実施形態における主従関係テーブルの一例を示す説明図。
【図１８】第３実施形態における表示例を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明のいくつかの実施形態について、図面と共に説明する。
＜第１実施形態＞
　図１は、第１の実施形態１であるナビゲーションシステム１０の概略構成図である。ナ
ビゲーションシステム１０は、少なくとも１台のスマートフォン２０と、サーバ５０とを
備える。ナビゲーションシステム１０は、歩行者用の経路案内と、自動車用の経路案内と
が可能である。以下では、ナビゲーションシステム１０として、少なくとも１台のスマー
トフォン２０とサーバ５０とからなる構成を中心に、ナビゲーションシステム１０が行な
う処理を説明するが、車載装置７０とサーバ５０との連携により、自動車用の経路案内と
して、実現することも差し支えない。
【００２５】
　スマートフォン２０は、インターネット接続が可能な多機能携帯電話機である。スマー
トフォン２０及びサーバ５０は、広域ネットワークの一つであるインターネットＩＮＴを
介して互いに接続できる。スマートフォン２０は、基地局ＢＳを介してインターネットＩ
ＮＴに無線接続する。なお、実際には、スマートフォン２０は、送受信アンテナ、無線基
地局、交換局を介してインターネットＩＮＴに接続される。図１に示す基地局ＢＳは、こ
れらアンテナ、無線基地局、交換局を含むものとする。
【００２６】
　図１に示すように、サーバ５０は、通信部５２と、制御部５４と、地図データベース５
６と、関係テーブル５７と、注記データベース５８とを備える（データベースは「ＤＢ」
と略記することがある）。制御部５４は、通信部５２が受信したスマートフォン２０から
の要求に応じた地図データを、地図データベース５６から取得すると共に通信部５２がイ
ンターネットＩＮＴおよび基地局ＢＳを介してスマートフォン２０に配信する。さらに制
御部５４は、通信部５２が受信したスマートフォン２０からの要求に応じて経路探索を実
行し、探索した経路情報を通信部５２がインターネットＩＮＴおよび基地局ＢＳを介して
スマートフォン２０に配信する。更に、制御部５４は、スマートフォン２０から受け取っ
た情報に基づいて、関係テーブル５７および注記データベース５８を参照して、スマート
フォン２０に表示する情報（以下、「注記」とも言う）を特定し、これをインターネット
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ＩＮＴおよび基地局ＢＳを介して、スマートフォン２０に出力する。関係テーブル５７に
は、主たる施設の主施設情報と従たる施設の従施設情報とこれらをつなぐ条件とがテーブ
ルの形式で記憶されている。また注記データベース５８には、各地域の施設に関する情報
が検索可能に記憶されている。注記データベース５８に含まれる情報は、施設の名称、そ
の施設の種類（分類）、施設に関する注記である。注記をスマートフォン２０に表示する
処理については、後で詳述する。
【００２７】
　スマートフォン２０は、主制御部２２、通信部３２、通信制御部３４、タッチパネル３
６、表示部３８、音声出力部４０及びＧＰＳ受信機４２を備える。主制御部２２は、ＣＰ
Ｕ２４と、ＲＡＭ２６と、ＲＯＭ２８とを備える。主制御部２２は、スマートフォン２０
に備えられた他の機器を制御する。ＲＡＭ２６は、サーバ５０から配信される地図データ
、経路情報および注記情報を通信部３２が受信し、一時的に記憶する。ＲＯＭ２８は、Ｃ
ＰＵ２４が実行するプログラムを記憶する。このプログラムは、出発処理、経路案内処理
、サーバとのやり取りおよびサーバから受け取った情報の表示等を実現するためのもので
ある。ＲＯＭ２８は、フラッシュＲＯＭであり、サーバ５０から配信される地図データお
よび経路情報を電源オフになっても記憶できる。通信部３２は、基地局ＢＳによって、又
は無線ＬＡＮ接続によってデータ通信または音声通信を行なうための回路である。通信部
３２は、インターネットＩＮＴおよび基地局ＢＳを介してサーバ５０にアクセスし、地図
データ、経路情報および注記情報を取得するために動作する。通信制御部３４は、音声通
話のための着信や呼び出し、音声信号と電気信号との変換などを行う回路である。スマー
トフォン２０は、通信部３２と通信制御部３４とを備えることによって電話機としても機
能する。
【００２８】
　音声出力部４０は、音声を出力するスピーカである。ＧＰＳ受信機４２は、ＧＰＳ衛星
と屋内ＧＰＳ送信機とから送信されるＧＰＳ信号を受信することによって、スマートフォ
ン２０の自己位置を示す情報を取得するための装置である。タッチパネル３６は、液晶画
面を用いた入出力インターフェースとして機能する。タッチパネル３６は、マルチタッチ
入力に対応しており、ユーザの指や専用のペン等が液晶画面に接触した位置座標を、取得
すると共に主制御部２２に入力する。主制御部２２は、入力された位置座標に基づきユー
ザの指示を判別し、判別した指示に対応する処理を実行する。
【００２９】
　地図データベース５６は、地図データを記憶する。地図データは、地図の背景となる道
路や施設などの地物を表現したデータである地物データとノードやリンクで構成され経路
探索に利用されるネットワーク情報等を含んでいる。地物としては、建物、施設、公園、
山河、鉄道路線など、地表に存在するものであれば、何でも含むことができる。もとより
、その一部のみを「地物」として扱うものとしても差し支えない。これらの地物は、地図
データベース５６上では、地物を特定するＩＤとその位置の情報と形状データとして記憶
されており、更に、ＩＤを介して、地物の名称、種類などの情報と紐付けられる。
【００３０】
　図２は、ナビゲーションシステム１０が行なう経路探索を含むナビゲーション処理の概
要を示すフローチャートである。この処理は、スマートフォン２０側の処理をきっかけと
して開始される。なお、以下の説明では、スマートフォン２０を一般化するときには、サ
ーバに対する「端末」と呼ぶことがある。
【００３１】
　利用者は、経路探索を行なう際、スマートフォン２０側で、専用のアプリケーションソ
フトを起動し、経路探索の条件を入力する（ステップＳ１００）。スマートフォン２０側
で入力される条件としては、探索する経路の出発地、その到着地、到着地までに利用する
手段（車、電車、徒歩などの移動の手段や、同じ電車でも寝台車や普通など利用方法の異
なる手段など）や、その他の条件が考えられる。その他の条件としては、例えば利用者の
性別や年齢などの類別、あるいは経路探索して行動する際の行動の目的や理由などがある
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。これらその他の条件は、入力しても良いし、入力しなくても良い。また利用者の性別や
年齢などは、予めスマートフォン２０に登録されている情報を利用しても良い。行動の目
的や理由は、後述するように、他の情報から推定することもできるし、利用者が直接入力
することも可能である。なお、「到着地」は、経路探索などにおいては、「目的地」と呼
ばれることもあるが、経路探索や後述する行動推定や予測においては、同じ扱いとなるの
で、本明細書では、何れの意味でも「到着地」の語を用いる。
【００３２】
　これらの条件の入力が完了すると、利用者は画面に表示された「送信」ボタンなどをタ
ップして、入力した条件をサーバに送信する処理を行なう（ステップＳ１１０）。スマー
トフォン２０からのデータの送信は、基地局ＢＳからインターネットＩＮＴを介して、サ
ーバ５０に対して行なわれる。サーバ５０は、この送信されたデータを受信すると（ステ
ップＳ２００）、データに含まれる上記条件に従って経路探索処理を行なう（ステップＳ
２１０）。経路探索処理は、利用者が入力していた出発地から到着地までの経路を、サー
バ５０の地図データベース５６に記録された経路情報（道路の接続を表すリンクとノード
情報）に基づいて、周知のダイクストラ・アルゴリズムに基づき探索する処理である。こ
の経路探索処理については、周知のものなので、詳しい説明は省略する。経路探索処理に
おいては、移動手段が車なのか徒歩なのかなどにより、探索する経路は異なる。また更に
利用者の性別などにより、徒歩あるいは徒歩且つ夜間であれば、より安全なルートを探索
したり（利用者が女性あるいは所定年齢以下の場合）、高低差は大きいが短いルートを探
索したり（利用者が男性あるいは所定の年齢範囲の場合）、など、様々な経路探索を、前
記入力したその他の条件により、行なわせることが可能である。
【００３３】
　サーバ５０は、経路探索処理を行なうと、次に注記特定処理を行なう（ステップＳ３０
０）。注記特定処理の詳細については後述するが、この処理は、探索した経路に関連する
施設に関し、利用者に提示すべき情報（以下、注記情報とも言う）を特定する処理である
。以上の経路探索と注記情報の特定とを行なった後、サーバ５０は、これらの処理の結果
を端末であるスマートフォン２０に送信する（ステップＳ４００）。サーバ５０は送信し
たデータが、端末側で受け取られたことが確認できれば、「ＥＮＤ」に抜けて処理を終了
する。
【００３４】
　スマートフォン２０では、サーバ５０からの送信を受信し（ステップＳ１２０）、受け
取った情報を表示する処理（ステップＳ１３０）を、経路案内が終了するまで（ステップ
Ｓ１４０）、繰り返す。経路案内の終了は、スマートフォン２０の利用者が経路案内のア
プリケーションソフトを終了するか、アプリケーションソフト内において経路案内を終了
させるか、あるいは到着地に到着したと判断された場合である。到着地に到着したか否か
は、スマートフォン２０に内蔵されたＧＰＳ受信機４２からの受け取る現在地の情報によ
り判断することができる。スマートフォン２０は、経路の案内が終了したと判断すると（
ステップＳ１４０）、「ＥＮＤ」に抜けて、端末側処理ルーチンを終了する。
【００３５】
　次に、図３を参照して、注記特定処理（ステップＳ３００）について説明する。注記情
報を特定する処理は、本実施形態では、サーバ５０により実行される。この処理ルーチン
が開始されると、サーバ５０の制御部５４は、まず端末であるスマートフォン２０から受
け取った出発地、到着地、その他の条件を入力する処理を行なう（ステップＳ３１０）。
次の受け取った情報から行動の目的を推定する処理を行なう（ステップＳ３２０）。行動
の推定処理は、種々の手法が考えられるが、第１実施形態では、利用者が直接入力するも
のとした。つまり、スマートフォン２０側で利用者が経路探索の条件を入力する際（図２
，ステップＳ１００）、経路探索の目的を直接、例えば「お見舞い」や「通院」などのよ
うに、指定するのである。この指定は、文字列を利用者が直接入力しても良いし、経路探
索のアプリケーションソフトが選択肢を用意し、この選択肢の中から、利用者が選択する
ようにしても良い。
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【００３６】
　次に、制御部５４は、利用者の行動目的（本実施形態では入力済み）から、施設種類を
取得する処理を行なう（ステップＳ３３０）。この処理は、主従関係テーブルを参照する
ことにより行なわれる。主従関係テーブルの一例を図４に示した。図４に例示するように
、このテーブルは、主施設情報、条件、従施設情報から構成されている。ここで、主施設
とは、主たる地物に相当するものであり、その主施設情報には、その施設の分類（種類）
と、その施設が出発地または到着地の何れに該当するか、という情報が含まれる。条件に
は、誰に適用されるかという情報、どのような行動であるかという情報、手段が何である
かという情報、何れの時間に適用されるかという情報が含まれる。また、従施設は、従た
る地物に相当するものであり、その従施設情報には、その施設の分類（種類）と表示の条
件とが含まれている。なお、図４において、「－」としたのは、共通の条件であることを
示している。つまり、例えば「誰が」という条件は「女性」「男性」などが該当する場合
と、これらの区別なく共通に該当する条件とがあり、後者については、「－」として表示
されている。
【００３７】
　もとより、主施設情報、条件、従施設情報には、これらの情報や条件以外の情報や条件
が含まれても差し支えない。例えば、「条件」には、利用頻度や気象条件や季節などの区
別が含まれても良い。あるいは、「条件」は、行動以外の情報の一つまたは２以上の条件
を含まないものとして良い。「主施設情報」や「従施設情報」には、施設のグレードなど
の品質評価や施設の規模（大中小）などが含まれても良い。あるいは「主施設情報」や「
従施設情報」は、施設の分類（種類）のみとしても良い。
【００３８】
　施設種類を取得する処理は具体的には、本実施形態では、次のように行なわれる。まず
経路探索に際して利用者が入力した情報を特定する。利用者が入力した出発地および到着
地の情報から、そこに存在する地物を特定する。地物の特定は、経路探索の条件の一部と
して直接指定されている場合もあるし、あるいは出発地や到着地の場所（緯度、経度）か
ら、地図データベース５６を参照することにより、その場所にある施設として特定するこ
とも可能である。例えば、経路探索として、「現在地」から「○○病院」が指定され、移
動手段として「自動車」、目的として「見舞い」が入力されたとする。「○○病院」とい
うように具体的な施設については、そこから、「病院」という主施設の分類を取り出し、
これにより主従関係テーブル（図４）を参照する。主従関係テーブルには同じ病院でも多
数の項目が存在する。そこで、更に行動目的の情報を参照して、該当する主従関係を特定
する。
【００３９】
　この例では、到着地が「病院」、移動手段が「自動車」、行動が「見舞い」であること
から、図４に示した主従関係テーブルのうち★１～★３として示した関係が見つかること
になる。この結果、★１の関係では、従施設として「駐車場」「周辺」という情報が得ら
れ、★２の関係では、従施設として「生花店」「共通」という情報が得られ、★３の関係
では、従施設として「青果店」「共通」という情報が得られる。図５は、こうして取り出
された関係の一覧を例示している。
【００４０】
　以上の関係を、施設種類取得処理により得た後で、施設種類によるエリア検索を行なう
（ステップＳ３４０）。この処理は、経路探索した出発地から到着地までが含まれるエリ
ア内に、図５に示した関係に属する従施設があるか否かを、注記データベース５８内で検
索する処理である。注記データベース５８内には、地域の各種施設に関する情報が、施設
名、種類（分類）、注記情報の形で蓄積されているので、施設分類でこれを検索すること
により実際に存在する施設名と注記情報を取得することができる。そこで、次にこの注記
情報を特定する処理を行ない（ステップＳ３６０）、その後「ＮＥＸＴ」に抜けて処理を
終了する。
【００４１】
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　サーバ５０は、上記処理により特定した注記情報を、スマートフォン２０に送信してい
る（図２、ステップＳ４００）。スマートフォン２０は、これを受信すると（ステップＳ
１２０）、表示処理を実行する（ステップＳ１３０）。この表示処理の詳細を、図６に示
した。スマートフォン２０は、サーバ５０から情報を受け取ると、これをまず保存する処
理を行なう（ステップＳ１３１）。具体的には、サーバ５０から受け取った経路情報およ
び注記情報をＲＡＭ２６に保存する。次に受け取った経路探索の情報に従い、出発地から
（ステップＳ１３２）到着地まで（ステップＳ１３６）、以下の処理を繰り返し実行する
。
（１）地図および経路を描画する処理（ステップＳ１３３）
（２）描画した範囲に施設があるかを判断する処理（ステップＳ１３４）
（３）施設がある場合、該当する施設の注記情報を表示または強調する処理（ステップＳ
１３５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【００４２】
　これらの処理は、スマートフォン２０の表示部３８に、図７（Ａ）に示すように、出発
地を含む地図を表示し、その地図に重ねて案内する経路ＢＢを表示し、その上で、描画し
た範囲に、該当する施設（例えば経路周辺の駐車場ＰＫ）があれば、その施設の注記情報
（例えば施設名や利用可能時間など）ＩＮＦを表示または強調することに相当する。表示
する従施設については、表示態様が「経路」となっていれば、探索した経路に相当する道
路に面した施設の注記情報を、表示態様が「周辺」となっていれば、探索した道路に面し
ていなくても道路から一定範囲、例えば５０メートル以内の施設の注記情報を、それぞれ
表示または強調する。図７（Ａ）は、注記情報の表示がない通常の経路案内表示の一例を
示す。これに対して、図７（Ｂ）は注記情報を表示した場合の一例を示す。図７（Ｂ）で
は、経路に面した駐車場や、経路から所定距離以内の花屋などが表示されている。
【００４３】
　こうした地図の描画と経路および注記情報の表示を、スマートフォン２０の利用者が到
着地に到着するまで繰り返す（ステップＳ１３２～Ｓ１３６）。ＧＰＳ受信機４２からの
情報により、到着地に到着したと判断すると、次に到着地に施設があるかを判断し（ステ
ップＳ１３７）、あればこの施設の注記を表示または強調する処理を行ない（ステップＳ
１３８）、その後「ＥＮＤ」に抜けて、処理を終了する。到着地に病院があれば、病院の
施設名などの注記情報を表示するのである。もとより、到着地の施設内に、施設と主従関
係が見い出された施設があれば、これを表示することも差し支えない。図７（Ｃ）では、
「見舞い」という行動を参照して、到着した施設である病院の面会可能時間を注記情報と
して特定し、これを表示した例を示している。
【００４４】
　以上説明した第１の実施形態のナビゲーションシステム１０では、スマートフォン２０
により経路案内をさせる際、入力した行動目的に基づいて、経路案内の到着地にある施設
（ここでは病院）の見舞いに必要な施設を従たる施設として特定し、これを地図および経
路と共に表示させることができる。このため、「見舞い」という行動をしようとしている
スマートフォン２０の利用者は、見舞いに必要となる駐車場の情報はもとより、見舞いの
際に花屋によって花を買って行ったり、果物を見舞いの品として持って行ったりすること
が容易となる。スマートフォン２０は、経路を表示しているエリアに存在する多数の施設
の全てを表示するのではなく、利用者の行動に添った施設のみを表示するので、処理の負
担が軽くなり、かつ見やすい表示を提供することができる。仮に、主たる施設である病院
に関係する施設のみを表示したとしても、行動目的を考慮しなければ、図７（Ｄ）に例示
するように、見舞いに必要のない「Ｆ薬局」などの注記が表示されてしまう。第１実施形
態のナビゲーションシステム１０では、行動目的にとっては重要性の低いこうした施設の
注記の表示を抑制することができ、表示を見やすいものにすることができる。
【００４５】
＜変形例＞
　次に、第１実施形態の変形例について説明する。上述した第１実施形態では、利用者の
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行動目的推定処理（図３、ステップＳ３２０）で、利用者が直接行動の目的を入力した。
これに対して第１実施形態の変形例では、利用者は、特に行動目的を入力せず、スマート
フォン２０またはサーバ５０が、これを推定する。図８は、行動目的推定処理ルーチンを
示すフローチャートである。この処理は、以下に説明する変形例では、サーバ５０で実施
するものとしたが、データさえ蓄積できれば、スマートフォン２０など端末側で行なうこ
とも差し支えない。
【００４６】
　行動目的推定処理ルーチンが開始されると、まず行動目的が入力済みかを判断する（ス
テップＳ３２１）。既に、利用者が手入力などで行動目的を入力していれば、何も行なわ
ず、「ＮＥＸＴ」に抜けて処理を終了する。行動目的が入力されていなければ、まず経路
探索の指定において入力された到着地の施設の種類を取得する（ステップＳ３２２）。到
着地が緯度経度などの位置座標として指定されていれば、その緯度経度に存在する施設を
、地図データベース５６などから取得するのである。もとより、施設を保存した専用のデ
ータベースに問い合わせるものとしても良い。この結果、例えば「病院」という施設種類
が取得されたとして、以下の説明を行なう。
【００４７】
　まず、この施設の種類について判断する（ステップＳ３２３）。施設の種類としては、
病院、スーパー、学校・・など多数の種類が予め登録されている。もとより、医療系施設
、商業施設、教育施設・・・などのカテゴリーでまず分類し、その中を更に「総合病院」
「専門病院」「開業医」などのように規模による分類をしたり、「眼科」「皮膚科」など
のように診療分野により分類するという形で種類を特定するようにしても良い。
【００４８】
　到着地の施設が「病院」であると判断した場合には、過去にこの病院を訪問しているか
否かを判断する（ステップＳ３２４）。過去の訪問の履歴は、過去の経路探索のデータを
参照することにより知ることができる。あるいは過去の訪問地を、データベースの形で保
存しておき、これを参照することで判断しても良い。過去に訪問したことがあれば、次に
訪問の頻度について判断する（ステップＳ３２５）。訪問の頻度の判断は、「毎日」か、
「それ以外」か、という判断である。訪問が「毎日」であれば、行動は通勤である可能性
が高いので、行動目的を「通勤」に設定する（ステップＳ３２６）。なお、「毎日」とは
、月曜日から金曜日までの平日毎日、という設定でも良いし、一週間に４日（または５日
以上）といった設定でも良い。
【００４９】
　「それ以外」とは、「毎日」以外ということなので、例えば週３日以下の訪問であれば
、「それ以外」という判断になる。この場合には、「通勤」とは認められず、「見舞い」
とも考えられないので、行動目的を「通院」に設定する（ステップＳ３２７）。
【００５０】
　他方、過去に訪問したかの判断（ステップＳ３２４）が「なし」（訪問していない）の
場合には、次に自宅からの距離について判断する（ステップＳ３２８）。自宅は、通常ス
マートフォン２０に記憶されているので、この自宅の座標から現在地の座標までの距離を
判断するのである。この距離が例えば１キロメートル以下であれば「近い」と判断し、そ
れより遠ければ「遠い」と判断するのである。この距離は、例えば使用者の年齢や性別、
移動手段などの一つあるいは組み合わせにより増減しても良い。例えば６０歳以上で徒歩
であれば５００メートルまでを「近い」としたり、１２歳以下や女性では、８００メート
ル以下で「近い」、それ以上で「遠い」と判断するなどである。もとより、本人がこの判
断距離を設定可能としても良い。
【００５１】
　自宅からの距離が近い、と判断された場合には、行動目的を「通院」に設定する（ステ
ップＳ３２７）。これは、毎日ではないが、同じ病院に繰り返し訪問している場合と判断
結果は同じになる。他方、自宅から遠いと判断された場合には、行動目的を「見舞い」に
設定する（ステップＳ３２９）。自宅から遠い病院に初めて行くケースは、「見舞い」か
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「初診」である可能性が高いからである。なお、自宅からの距離に代えて、到着地の病院
が「開業医」か、「総合病院」か、など病院の規模により判断するものとしても良い。「
開業医」のところに見舞いに行くケースは考えにくいからである。また、この判断と自宅
からの距離を組み合わせて、自宅から近い総合病院の場合は「通院」を、自宅から遠い総
合病院の場合は「見舞い」を、それぞれ設定するものとしても良い。以上の処理（ステッ
プＳ３２６，Ｓ３２７，Ｓ３２９）の後、「ＮＥＸＴ」に抜けて本処理ルーチンを終了す
る。
【００５２】
　以上説明した変形例によれば、到着地の施設の種類と利用者の過去の訪問履歴などによ
り、利用者の行動目的を推定することができる。推定した行動目的は、注記特定処理にお
ける施設種類取得（図３、ステップＳ３３０）において、関係テーブルの参照において利
用される。この結果、利用者が自分の行動目的を入力しなくても、サーバ５０から経路案
内において、行動目的に沿った施設（注記）が地図と共に表示されることになる。従って
、利用者は、行動目的にとって必要となる情報を入手でき、「見舞い」であれば生花店に
寄ったり、必要な駐車場を見つけて駐車したりといった行為を容易に行なうことができる
。
【００５３】
　こうした行動目的の推定は、施設の到着地、出発地あるいは経路などの種類を利用して
行なうこともできる。例えば到着地がホテルで移動手段が徒歩であれば、「観光」と推定
するといったことも可能である。あるいは出発地が学校で移動手段が自動車や鉄道で時刻
が夕方以降であれば、行動目的を「帰宅」と判断することも考えられる。また、到着地が
スタジアムで夜間に不定期な来訪であれば、行動目的を「スポーツ観戦」と判断したり、
同様に昼間で定期的な来訪であれば、行動目的を「スポーツ練習」と判断することも考え
られる。
【００５４】
　こうした施設と行動目的との関係の一例を図９に示した。この他、考えられる施設種類
と行動目的の組み合わせとしては、冠婚葬祭場、百貨店、コンビニエンスストア、競馬場
・競輪場・競艇場、レストラン、観望施設（タワーなど）、ガソリンスタンド、サービス
エリア、駅・港・空港などのターミナル、公園、温泉、山岳、ビーチ、湖沼、など様々な
施設を考えることができる。また来訪の頻度としては、毎日（朝夕）、毎日、毎日（平日
のみ）、毎週、毎週末、毎月、毎年、一定間隔おき、不定期、初めて、年末年始、月初め
、月末、月齢、季毎、など種々の頻度が考えられる。一般に毎日のものは通勤、通学、通
塾、練習などが考えられ、毎週、毎月程度のものは行動目的として、通院、練習などが考
えられ、不定期、初めてなどはコンサート・展覧会鑑賞、見舞い、来訪、観光などが考え
られる。行動目的の推定において考慮する距離としては、自宅からの遠近の他、駅からの
遠近、現在地から到着地までの遠近、出発地から現在地までの遠近、などが考えられる。
更に、行動目的の推定において考慮する移動手段としては、徒歩、自転車、自動二輪、自
動車、バス、鉄道、船舶、飛行機などの種別が考えられる。同じ電車でも、普通、特急、
夜光、寝台車などを区別ても良い。また、行動目的の推定において考慮する時間としては
、午前・午後、昼間・夜間、正午、夕方・夜半・深夜など、様々な時間区分を考えること
ができる。この他、利用者の類別（性別、年齢区分（老若壮など）、障害の有無、主たる
使用言語などを、行動目的の推定に利用しても良い。あるいは使用している端末の類別（
携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、パッド、ノートパソコン、車両用ナビゲーション装
置、携帯用ナビゲーション装置）を参考に加えても良い。なお、これらは、以下に説明す
る第２，第３実施形態や変形例においても同様である。
【００５５】
　＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。第２実施形態のナビゲーションシステ
ム１０は、第１実施形態と同様のシステム構成（図１参照）を備える。第２実施形態では
、ナビゲーションシステム１０は、図１０に示した処理を、端末側である通常スマートフ
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ォン２０とサーバ５０とが実行する。本実施形態のナビゲーションシステム１０は、端末
であるスマートフォン２０の利用者の行動を予測して、スマートフォン２０のディスプレ
イに必要な情報（注記）を表示する。以下、この処理について説明する。
【００５６】
　図１０に示した処理は、スマートフォン２０におけるアプリケーションソフトの一つと
して実行される。まずスマートフォン２０側では、利用者の個人情報等を送信する（ステ
ップＴ１００）。個人情報とは、利用者の年齢や性別、自宅の位置などの情報である。こ
の情報に続けて、利用者の場所（現在位置）を送信する（ステップＴ１１０）。その後、
スマートフォン２０は、サーバ５０からの送信を待ち、サーバ５０から必要な情報を受信
すると（ステップＴ１２０）、これを表示する処理を行ない（ステップＴ１３０）、アプ
リケーションソフトの終了まで（ステップＴ１４０）、上述したステップＴ１００ないし
Ｔ１３０の処理を繰り返す。
【００５７】
　端末であるスマートフォン２０からの個人情報と場所の情報の送信をうけたサーバ５０
は、それぞれ、これらの情報を受信し（ステップＴ２００，Ｔ２０５）、スマートフォン
２０の利用者の行動を予測する処理を行なう（ステップＴ３００）。行動予測処理の詳細
については、後述する。サーバ５０は、こうして利用者の行動を予測すると、次に、主従
関係テーブルを参照して、該当する従施設の種類を特定する処理を行ない（ステップＴ４
００）、利用者の現在の所在エリア内に該当する種類の施設があるかを検索する（ステッ
プＴ４１０）、該当する施設があれば、その施設に関する注記を特定し（ステップＴ４２
０）、これをスマートフォン２０に向けて送信する（ステップＴ５００）。
【００５８】
　こうしてサーバ５０からは、利用者が所在するエリア内において利用者の行動を予測し
て特定された施設の注記がスマートフォン２０に送信されるので、スマートフオン２０で
は、先に示した表示処理ルーチンにおいて、この施設の注記の表示を行なうのである。具
体的には、該当する施設名を表示したり、施設名の強調表示などを行なう。そこで、次に
行動予測処理（ステップＴ３００）の詳細について説明する。図１１は、行動予測処理ル
ーチンを示すフローチャートである。
【００５９】
　この処理が開始されると、まず利用者の個人情報と現在の時刻とを特定する処理を行な
い（ステップＴ３１０）、更に利用者の現在位置を特定する処理を行なう（ステップＴ３
２０）。これらの情報は、スマートフォン２０から送信された情報であり、サーバ５０内
のメモリに蓄積される。次に、サーバ５０は、到着地が既に設定されているか否かの判断
を行なう（ステップＴ３２５）。第２実施形態のナビゲーションシステム１０では、スマ
ートフォン２０側のアプリケーションソフトは、単に起動しているだけで、利用者に到着
地の入力を求めないので、通常は到着地の設定はなされていない。このためステップＴ３
２５での判断は、通常は「ＮＯ」となる。
【００６０】
　到着地の設定がなされていない場合には、以下に説明する行動の予測において、探索の
条件を「出発地」とするために、出発か到着かの設定を、「出発」とする処理を行なう（
ステップＴ３３０）。次に、現在位置が自宅から遠いか否かの判断を行なう（ステップＴ
３３５）。自宅の位置は、スマートフォン２０から受け取った個人情報に含まれており、
現在地もスマートフォン２０から受け取っているので、現在地が自宅から遠いか否かは容
易に判断することができる。なお、自宅から遠いと判断する基準は、行動予測の分類に対
応して設定される。ここでは、自宅からの生活圏の外にいるか（遠い）、生活圏内にいる
か（近い）として判断するものとし、具体的には、自宅から１０キロメートルを超える場
合を「遠い」と判断するものとしている。生活圏は、その個人によっても異なり、都会生
活者か（一般に生活圏は広い）、田園地域生活者かなどの条件によっても異なる。従って
、スマートフォン２０から受け取った個人情報により、判断基準を変更することも差し支
えない。また、日頃の行動範囲により、判断の規準を学習することにしても良い。もとよ
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り、遠い／近いだけの２段階の判断に限られず、生活圏から完全に離脱し観光などの可能
性が高い「遠距離」、生活圏からは外れているものの日常的な行動の範囲となり得る「中
距離」、生活圏内と認定できる「近距離」といった分け方をすることも差し支えない。
【００６１】
　自宅から遠いか否かの判断結果により、遠い場合には現在位置を自宅から「遠い」に設
定し（ステップＴ３４０）、遠いと判断できない場合は「近い」と設定する（ステップＴ
３５０）。次に、上記の設定を用いて、行動予測テーブルを参照する処理を行なう（ステ
ップＴ３６０）。行動予測テーブルを参照した結果、行動を予測して、これを取得する（
ステップＴ３７０）。予測した行動は、既に説明した図１０における主従関係テーブルを
参照して従施設の種類を検索する処理（ステップＴ４１０）に用いられる。行動予測テー
ブルとその参照の手法については、後述する。行動を取得した後、「ＮＥＸＴ」に抜けて
本処理ルーチンを終了する。
【００６２】
　図１１に示した行動予測処理ルーチンは、スマートフォン２０側のアプリケーションソ
フトにおいて、到着地の設定がなされていないことを前提としているが、スマートフォン
２０側で到着地の入力を利用者が行なうことも可能である。こうした場合には、到着地の
設定がなされていることになる。この場合には、ステップＴ３２５での判断は「ＹＥＳ」
となり、処理はステップＴ３８０に移行する。到着地の入力がなされている場合には、既
に説明した行動の推定処理（図８参照）により、行動を推定すれば良い。図１１に示した
ステップＴ３１０ないしＴ３７０の処理は、到着地の設定がなされていない場合に、現在
の位置を出発地として仮に設定しながら、スマートフォン２０の利用者の行動を予測する
という処理に相当している。
【００６３】
　行動予測テーブル（図１２）とこれを参照して行なう行動予測について説明する。図１
２は、行動予測テーブルを中心に、処理の流れを説明する説明図である。サーバ５０、ス
マートフォン２０において第２実施形態におけるアプリケーションソフトが起動されてか
らの利用者の行動が蓄積されている。利用者の行動は、利用者が行動を停止した時間が５
分以上となった場合を区切りとして、♯欄に示したように、１．番から順に蓄積される。
行動の停止時間を５分としているのは、例えば自動車やバスが信号待ちにより停止したり
、列車が駅に停車したりした場合を除くためである。もとより行動の区切りは便宜的なも
のなので、判断の時間を長短いずれかに変更しても良いし、移動手段によって時間を決定
するようにしても良い。あるいは、施設内に利用者が入ってから出るまでの時間により判
断するものとしても良い。この場合には、路上での信号待ちなどの停止は含まれないので
、行動の区切りをより明確に判断することができる。
【００６４】
　図１２に示した例では、例えば番号１．の行動は、利用者が朝の時間帯に自宅から離れ
た駅前にいる、というものである。こうした場合には、時間帯、自宅から遠い、駅前、と
いう条件から、利用者の次の行動として「朝食を食べる」という行動を予測し、移動手段
として「徒歩」を予測することができる。こうした次の行動の予測は、利用者の行動の条
件から、次の行動を予測するためのテーブルを用意し、これを参照することにより行なわ
れている。行動予測テーブルを参照するための条件は、本実施形態では、「時間（朝、午
前、昼、午後、夕方、夜、夜半、深夜）」と、「自宅からの遠近（遠い、近い）」、「所
定時間以上滞在した施設の種類（飲食店、交通機関の駅、観光地、宿泊施設など）」、「
滞在時間（到着、滞在１時間以上、滞在１時間未満など）」である。もとよりこれらの条
件以外の条件、例えば「行動手段（自動車、列車、飛行機、徒歩など）」や「利用者の類
別（性別、年齢層など）」なども併せて用いても良い。あるいは、これらの条件の中から
一つまたは複数に限定して、あるいは任意の項目を選択して、行動の予測を行なっても良
い。行動予測テーブルに該当するものがなければ、利用者の次の行動を予測することはで
きない。例えば、図１２の番号２．の行動は、利用者が、飲食店に分類されている施設内
で、所定時間過したというものであり、行動予測テーブルには、この条件に合致する項目
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は用意されていない。従って、次の行動予測としては、「予測できない」となる。
【００６５】
　第２実施形態では、行動を予測した結果（例えば、「朝食を食べる」）から、主従関係
テーブルを参照するための行動を取り出している。これを、図１２の右端に示した。第２
実施形態で用いる主従関係テーブルの一例を図１３に示したが、図示するように、この主
従関係テーブルでは、行動は、「食べる」という分け方になっており、「朝食を食べる」
「昼食を食べる」「夕食を食べる」といった詳しさで分けられていない。このため、図１
２に示した行動予測テーブルでは、一旦「朝食を食べる」という詳しい行動を予測したあ
と、主従関係テーブルに合せて、行動を調整しているのである。もとより、主従関係テー
ブルが、「朝食を食べる」といった詳しさで、主従関係を分類していれば、これをそのま
ま用いても差し支えない。
【００６６】
　こうして主従関係テーブルを参照するため行動の特定を行なった後、図１３に示した主
従関係テーブルを参照に際しては、スマートフォン２０から受け取った個人情報や自宅か
ら遠い／近いといった情報や、行動予測としての手段（徒歩、バスなどの情報）も用いる
。なお、出発／到着については、「出発」に設定されていることは既に説明した。これら
の情報を利用して、主従関係テーブル（図１３）を参照することにより、例えば図１２の
行動番号１．については、欄Ａ１の関係が該当するものとして見い出される。つまり、従
施設の種類として「飲食店」という分類が特定される。次に、注記データベース５８を参
照し、飲食店に分類された施設で、スマートフォン２０の表示部３８に表示されるエリア
に入っているもとのが検索され、その店名や注記などが特定される（図１０、ステップＴ
４００，Ｔ４１０，Ｔ４２０）。特定された施設名などの注記は、スマートフォン２０に
送信され、表示される（図１０ステップＴ１２０，Ｔ１３０）。なお、行動の予測ができ
ないときは、主従関係テーブルも参照できないので、従施設の特定はなされず、通常の表
示がなされることになる。
【００６７】
　第２実施形態における上記処理の結果、スマートフォン２０側で行なわれる表示の一例
を説明する。図１４は、表示例を示す説明図である。図１２の番号１．に示したように、
当初、利用者が駅前にいて、次の行動予測が「朝食を食べる」である場合には、スマート
フォン２０の表示部３８には、利用者の所在するエリアの地図と、その地図上に利用者の
現在位置（●）が表示され、更に、次の行動を予測して、朝食を食べるのに関連した従施
設として、飲食店に該当する施設をいくつか表示する。これは、図１３に示したテーブル
において、欄Ａ１が検索された結果に相当する。図１４（Ａ）では、具体的には、「飲食
店」に該当する施設のうちから、Ｙ牛丼店とＭフードが表示されている。これらの店は、
注記データベース５８において、施設分類が「飲食店」であり、このエリアに存在する施
設として登録されていたものである。施設は、利用者の行動予測における移動手段が「徒
歩」であることから、現在地に近いところから２つまでとしている。もとより、表示する
施設の数は更に増やしても良いし、現在地から５００メートル以内といった条件によって
絞り込んでも良い。条件に該当すれば、エリア内の全ての施設を表示しても差し支えない
。
【００６８】
　図１４（Ａ）に示した表示を見て、利用者がＹ牛丼店に朝食を食べに行くと、表示は図
１４（Ｂ）のように変化する。これは、特に施設の注記を示していない標準の表示となる
。次に、利用者が「るーぶるバス停」というバス停にいたると、サーバ５０は、観光に向
かうと判断し、このバス停からのバス順路付近の観光施設を表示する。これは、図１３の
テーブルにおいて、欄Ａ２が検索された結果に相当する。つまり、表示部３８に表示され
たエリア内の「観光施設（バス順路付近）」に該当する「青葉城址」「仙台市博物館」「
宮城県護國神社」が、地図上に表示される。このうち、「仙台市博物館」と「宮城県護國
神社」は、もともと地図に表示されていた施設名なので、これを枠線で囲んだ強調表示の
態様で表示される。図１４（Ｃ）は、表示された施設の一つに、利用者が移動した状態を
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示している。
【００６９】
　利用者が「青葉城址」に移動すると、サーバ５０は、利用者が観光関連施設におり、昼
であり、ここからの移動は徒歩であるとの情報により、主従関連テーブルを検索して、従
施設の種類として、飲食店（名物）を特定する。これは、図１３のテーブルの欄Ａ３が検
索された結果である。この結果、スマートフォン２０の表示部３８に表示されているエリ
ア内の飲食店で地域の名物を飲食できる施設の施設名など、注記を表示する。図１４（Ｃ
）の「牛タン屋」「ずんだ餅屋」がこれに相当する。なお、図示の簡略化を図って、図１
４（Ｃ）では、欄Ａ２の検索結果と欄Ａ３の検索結果との両方を示していることに留意さ
れたい。図１４（Ｃ）に示した状態から、利用者が「牛タン屋」に移動して昼食を取ると
、利用者は更に観光すると行動を予測し、図１３の欄Ａ４が検索されて、周辺の観光施設
が引き続き表示される。このときの表示例が図１４（Ｄ）である。
【００７０】
　以上説明したように、第２実施形態では、スマートフォン２０の利用者が、専用のアプ
リケーションソフトを起動すると、特に移動の到着地などを入力しなくても、利用者の現
在の位置と時間などの情報を利用して、利用者の次の行動を予測し、この行動に沿った従
施設の種類を特定し、この種類に該当する施設を検索し、その施設名などの注記を、利用
者の行動に沿って、順次、表示部３８に表示することができる。このため、利用者は、ス
マートフォン２０の表示部３８に、自分の行動目的に沿った施設が表示されることになり
、高い利便性を享受することができる。なお、表示される施設の注記としては、上記実施
形態では施設名のみとしたが、施設名に加えて、営業時間や店舗までの案内、お勧めメニ
ュー（商品）、他の利用者の口コミ（レビュー）などを表示することも差し支えない。利
用者が利用している端末が、スマートフォン２０よりも大きなタブレット端末やノートパ
ソコンなど、表示画面の大きなものの場合には、こうした豊富な表記を表示することは、
利用者の利便性を更に高める。こうした注記をどこまで表示するか、利用者により指定す
るものとしても良い、利用者の個人情報や過去の表示例などを学習して、自動的に設定し
てもよい。
【００７１】
＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。図１５は、第３実施形態における処
理の概要を示すフローチャートである。第３実施形態は、第２実施形態と同じハードウェ
ア構成、同じシステム構成により実現される。そこで、図１５における相違点のみ説明す
ると、端末であるスマートフォン２０側では、まず利用者が指定した表示範囲を送信する
（ステップＵ９０）。利用者が自分のスマートフォン２０において表示している地図の表
示範囲を送信するのである。スマートフォン２０側におけるその後の処理は第２実施形態
と同様である。一方、サーバ５０は、スマートフォン２０から送信された表示範囲の情報
を受け取り（ステップＵ１９０）、その後、第２実施形態と同様、スマートフォン２０側
から送信された個人情報と場所の情報を受信した後（ステップＵ２００，Ｕ２０５）、第
３実施形態に独自の処理として、スマートフォン２０から送信された表示範囲に相当する
エリア内の施設の注記情報を抽出する処理（ステップＵ３００）を実行する。その後は、
第２実施形態と同様に、注記情報を特定し（ステップＵ４２０）、これをスマートフォン
２０側に送信する（ステップＵ５００）。
【００７２】
　図１６は、サーバ５０において実行されるエリア内施設の注記情報抽出処理を示すフロ
ーチャートである。この処理が開始されると、まずエリア内の施設を特定する処理を行な
う（ステップＵ３１０）。エリア内の施設とは、スマートフォン２０の表示部３８に表示
されている地域（エリア）内に存在する全ての施設である。施設には、既に説明したよう
に、公園などの地物も含まれる。スマートフォン２０にその時点で表示されているエリア
は、個人情報の一部としてやり取りとされる。一つの施設を特定すると、以下に説明する
処理が実行され、順次施設を変えて、エリア内の全ての施設について処理が行なわれるが
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、処理の対象となる施設の特定はランダムに行なっても良いし、同じ種類の施設毎に行な
っても良い。あるいは現在位置に近い施設から順に行なっても良い。本実施形態では、表
示されているエリアの左上（北が上の地図では北西角）から右下（南東角）に向けて順次
行なうものとした。
【００７３】
　エリア内の施設の一つを特定すると、次にこの施設に関し、主従関係テーブルを参照す
る（ステップＵ３２０）。第３実施形態における主従関係テーブルの一例を図１７に示し
た。主従関係テーブルを検索して、ステップＵ３１０で特定した施設が、主従関係テーブ
ルにおける従施設に該当するかを判断する（ステップＵ３２５）。この判断は、次のよう
に行なわれる。
（ａ）ステップＵ３１０で特定した施設（例えば、「●●生花店」とする）の種類を判断
し、主従関係テーブルの従施設の欄を検索する。
（ｂ）施設が「●●生花店」であれば花屋に該当するため、従施設の種類が「花屋」とな
っている欄が見つかる。
（ｃ）見つかった主従関係を●●生花店が満たしているかを判断する。つまり、●●生花
店が病院施設から５００メートル（ｍ）以内か否かを判断する。
（ｄ）この条件に該当していれば、「従施設に該当」と判断する。
【００７４】
　本実施形態では、上記処理を全ての主従関係について行なう。このため、●●生花店で
あれば、居酒屋から５００ｍ以内という条件にも該当する。そこで、これら全ての条件に
ついて検討し、該当した条件があれば、その場合の得点を全て取得して合計する（ステッ
プＵ３３０）。得点は、図１７の主従関係テーブルの右端に例示されている。●●生花店
については、上記二つの条件が満たされたと判断し、その合計得点は、８０＋２０＝１０
０となる。
【００７５】
　こうして対象施設の得点を確定する処理を行なう（ステップＵ３４０）。対象施設の得
点は、ステップＵ３３０により合算した値である。次に、この施設の注記（ここでは施設
名）が、それまでに特定された他の注記と重なるか否かの判断を行なう（ステップＵ３５
０）。仮に、対象施設より前に得点が計算された施設がエリア内にあれば、施設名を表示
したときに、同じ種類の施設として重なってしまうことが考えられる。こうした場合には
、対象施設の得点が、他の施設の得点より高いかを判断し（ステップＵ３６０）、高い場
合にはこの対象施設を表示する施設として確定する（ステップＵ３８０）。他の施設の方
が高ければ、対象施設を表示する施設としては選択しない（ステップＵ３７０）。
【００７６】
　その後、エリア内の全ての施設について、上記の処理が完了したかを判断し（ステップ
Ｕ３９０）、エリア内に未処理の施設が残っていれば、ステップＵ３１０に戻って処理を
繰り返す。全ての施設について上記処理が完了すれば、「ＮＥＸＴ」に抜けて、本処理ル
ーチンを終了する。
【００７７】
　以上説明した第３実施形態のナビゲーションシステム１０では、利用者は経路探索など
を行なうことなく、スマートフォン２０において専用のアプリケーションソフトを起動し
ておくだけで、表示部３８は、利用者が所在するエリアの地図と、その地図上に所定の施
設名（注記）が表示される。この様子を図１８に例示した。第３実施形態では、表示して
いるエリア内に、例えば二つの生花店Ｔ１、Ｔ２があったとする（図１８（Ａ）参照）。
この二つの生花店の一つ、●●生花店Ｔ１は、主従関係テーブル（図１７）において、複
数の条件に該当したとする。例えば、
（１）病院から５００メートル以内、得点８０
（２）結婚式場から５００メートル以内、得点６０
（３）居酒屋から５００メートル以内、得点２０
であったとすると、その合計点数は、１６０となる。
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【００７８】
　これに対して、エリア内に存在するもう一つの生花店、▲▲生花店Ｔ２は、主従関係テ
ーブル（図１７）において、病院から５００メートル以内という条件のみに該当したとす
ると、その得点は８０となる。このため、実際に施設名（注記）が表示される生花店は、
図１８（Ｂ）に示したように、●●生花店Ｔ１のみとなり、▲▲生花店Ｔ２の施設名は表
示されない。この結果、利用者がどのような行動目的に沿ってそのエリアに所在するかの
蓋然性を施設毎に推定していることになり、いずれかの行動目的に沿って所在する利用者
にとって有用な情報を、スマートフォン２０の表示部３８に表示することができる。
【００７９】
　なお、上記実施形態では、同じ種類の施設については、最も得点の高いものを表示する
ようにしたが、施設名などの注記の表示が重ならない限り、エリア内で得点を取得した施
設を全て表示するようにしても良い。表示が重なって見にくい場合には、得点の高い方の
み表示するものとしたり、他方の表示位置や注記の大きさ調整したりしても良い。また、
どの施設との間に主従関係が成り立って得点を取得したかは、図１８（Ｂ）に示した表示
例では表示されていないが、図１８（Ａ）に示したように、得点を得た主従関係を表示し
ても良い。こうした表示は常時行なうのではなく、施設名が表示されている施設をタップ
したときに一定期間表示するものとしても良い。このとき、主施設の注記（施設名）を合
せて表示することも有用である。更に、利用者が過去に行ったことがある施設については
、得点を割り増しして、表示されやすくしてもよい。
【００８０】
＜その他の実施形態（変形例）＞
・変形例Ａ：
　上記各実施形態において、行動の予測に統計情報を活用してもよい。例えば第２実施形
態において、サーバ５０が利用者の個人情報を取得したとき、例えば３０歳代の独身男性
が、観光地において昼食を取ろうとしているとき、統計的に最も行く可能性の高い飲食店
（名物）から表示すると言った形態を採用しても良い。第３実施形態において、利用者の
個人情報から統計的処理を参照して、最も行きやすく施設の得点を割り増しする構成とし
ても良い。
【００８１】
・変形例Ｂ：
　上記各実施形態において用いる主従関係テーブルは、目的に沿って最適化されているも
のとしたが、単一の主従関係テーブルを作成し、目的に応じて、その一部を利用するもの
としても良い。また、利用者毎に主従関係テーブルを用意して、利用者の行動に基づいて
学習し、利用頻度の高い関係を優先させたり、得点を高くするといった形態を取ることも
差し支えない。あるいは逆に、利用者に共通の主従関係テーブルを用意し、多数の利用者
による利用によって、主従関係テーブルをチューニングすることも考えられる。特定の利
用者が知らないで利用しない施設があっても、他の利用者の利用により、表示されやすく
なって、結果的に利用者の利便に資することがある。
【００８２】
・変形例Ｃ：
　上記実施形態では、端末としてスマートフォンを用いたが、端末としては、車載のナビ
ゲーション装置やタブレット端末など、種々の装置を用いることができる。また、サーバ
５０で行なう処理の一部または全部を端末側で行なうものとしても良い。スマートフォン
などの表示領域は、タブレットなどと比較して狭いため、表示が困難な場合には、表示エ
リアをスマートフォン側で自動的に変更するものとしても良い。あるいは、施設名などの
注記を直接表示せず、ピンや輝点などを表示し、利用者がこれをタップしたときに、施設
名（注記）を表示するものとしても良い。あるいは音声により、利用者に提示するものと
しても良い。音声により提示する場合は、第１実施形態のように、経路案内も行なってい
る場合には、「もうすぐ○○施設です」とか、「もうすぐ○○施設です、立ち寄りますか
」などの音声ガイドを行なうものとしても良い。
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【００８３】
　本発明は、上述の実施形態や実施例、変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱
しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載
した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述
の課題の一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成す
るために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特
徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能で
ある。
【符号の説明】
【００８４】
　　１０…ナビゲーションシステム
　　２０…スマートフォン
　　２２…主制御部
　　２４…ＣＰＵ
　　３２…通信部
　　３４…通信制御部
　　３６…タッチパネル
　　３８…表示部
　　４０…音声出力部
　　５０…サーバ
　　５２…通信部
　　５４…制御部
　　５６…地図データベース
　　５７…関係テーブル
　　５８…注記データベース
　　７０…車載装置
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